
　三菱重工グループでは、法令はもとより社会規範を遵

守し、公正で誠実な事業活動を推進しています。推進に

あたっては、GCを委員長とする「コンプライアンス委員

会」を設置し、当社グループ全体としてのコンプライアン

ス推進計画の立案と実行、進捗状況の確認のほか、グ

ループ内における取り組みや事例の共有などを通じて、

継続的なコンプライアンスの強化を図っています。

　また、国内外に「コンプライアンス通報窓口」を設置し、

コンプライアンス違反または違反のおそれがある行為に

直面した時など、さまざまなコンプライアンス・リスクに

迅速に対応するように努めています。

　多様な経歴、国籍、文化を持つ人々からなるグローバ

ル企業である当社グループにとって、こうした多様性は

大切な財産であり、さまざまなバックグラウンドを持った

社員一人ひとりが共通の企業文化の下で事業を推進し

ていく必要があります。このため、当社グループ共通の

行動規範として「三菱重工グループ グローバル行動基

準」を制定し、eラーニングによる教育や冊子の配布など

を通じて、世界中の当社グループ社員一人ひとりへの浸

透を図るとともに、「コンプライアンス推進グローバルポ

リシー」を制定し、コンプライアンスを推進するための体

制、役割、管理事項等の基本事項・ルールを明確にして

います。

コンプライアンス推進 eラーニング受講人数

        約80,000名 （2022年度）

 年度／件

通報件数の内訳 2019 2020 2021 2022
労働・職場環境 69 83 68 75
規律・マナー違反 13 12 6 20
取引関連法令 12 5 8 26
相談・意見 2 3 1 4
その他 44 36 45 19
合 計 140 139 128 144
（うち、是正・改善件数） (66) （96） （65） （66）

▶▶ コンプライアンス推進体制 （2023年4月1日現在 )
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委員長：  GC

委　員： コーポレート部門の総括部長・部長・室長、各ドメイン・
セグメントの管理担当部長

機　能： 三菱重工グループ全体としてのコンプライアンスの推進

事務局： 経営監査部
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